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西播磨東部（揖保川流域圏）地域総合治水推進計画の各施策の取り組み 

 

表 1 調整池に関する取り組み一覧 

対象 H26 までの取り組み H27 以降の取り組み 

計画

地域

全体 

県 ・1ha 以上の開発に対する調整池の設置

指導（民間管理者により重要調整池

を設置予定：たつの市龍野町加治屋

町、洪水調整容量8,539m3）。 

・1ha 以上の開発に対する開発者・施設

所有者への設置・管理の義務付け

（H25.4.1～）。 

・雨水の流出を抑制する機能の維持が特

に必要と認める調整池について、所有

者の同意を得た上で指定調整池とし

て指定し、調整池の所有者等はその機

能維持と適正な管理を行う。 

市町 ・1ha 以上の開発に対して、県との協議

を指導する。 

・左記を継続して実施。 

姫路市 (計画地域全体の取り組みと同様) (計画地域全体の取り組みと同様) 

たつの市 (計画地域全体の取り組みと同様) (計画地域全体の取り組みと同様) 

宍粟市 (計画地域全体の取り組みと同様) (計画地域全体の取り組みと同様) 

太子町 (計画地域全体の取り組みと同様) (計画地域全体の取り組みと同様) 

 

表 2 学校・公園、その他大規模施設での雨水貯留浸透に関する取り組み一覧 

対象 H26 までの取り組み H27 以降の取り組み 

計画

地域

全体 

県 

 

・流域内では、学校や公園での貯留施設

の整備に取り組んでいる。 

・平成16 年より県下全域で透水性舗装

を標準仕様として適用。 

・平成23 年度に「浸透側溝設置ガイド

ライン」を策定。 

・自らが管理する学校・公園等の公共施

設等を利用した貯留施設の整備に努

める。 

・当該貯留施設の整備者と施設管理者と

が管理協定を締結する等により適正

な管理に努め、将来に渡る維持管理に

努める。 

・雨水貯留浸透機能を備え、または維持

することが特に必要と認める施設に

ついて、所有者の同意を得た上で指定

雨水貯留浸透施設として指定する。 

姫路市 - - 

たつの市 - - 

宍粟市 - - 

太子町 - ・新庁舎建設に伴い、駐車場の透水性舗

装、緑化ブロックにより保水性を高め

る。 

 

 



 

参-2 

 

表 3 ため池での雨水貯留に関する取り組み一覧 

対象 H26 までの取り組み H27 以降の取り組み 

計画

地域

全体 

県 ・流域内では、ため池管理者に対して、

ため池の日常管理に合わせて豪雨時の

貯水事前放流等の指導を行っている。

・流域内ではため池の改修に併せて、緊

急放流施設の整備を進めている。 

・堂の奥上池、土井上池（たつの市）で

緊急放流工を施工する。 

・ため池貯留について、手法選定も含め

て、施設管理者の理解と協力を得られ

るよう、市町の協力を得ながら地元協

議に努める。 

・雨水貯留浸透機能を備え、または維持

することが特に必要と認める施設に

ついて、所有者の同意を得た上で指定

雨水貯留浸透施設として指定。 

・小河池、山王池、寺の前池(たつの市)

で緊急放流工実施設計の予定である。

姫路市 ・ため池改修計画の策定について

H25.6.10 付県通知「雨水貯留機能を高

めるため池整備指針及び指針の運用に

ついて」により検討を加える 

・左記を継続して実施。 

たつの市 - - 

宍粟市 - - 

太子町 - - 

 

表 4 水田での雨水貯留に関する取り組み一覧 

対象 H26 までの取り組み H27 以降の取り組み 

計画

地域

全体 

県 

 
・西播磨地域全体では、240ha で田んぼ

ダム(せき板 949 枚配布)を実施してお

り、その内、揖保川流域圏では、83ha

で田んぼダム(せき板 351 枚配布)を実

施している(H26.8.18 時点)。 

・田んぼダムせき板の無料配布や各種啓

発により、H35 年度までに 1,800ha※

の田んぼダムの実施を目指す。 

・特にモデル地区で重点的に普及に取り

組み、拡大を図る。 

※西播磨全域の目標数値 

姫路市 ・多面的機能支払交付金事業に取り組む

集落に対し、水田貯留に関する活動の

助言指導。 

・姫路市全域へ田んぼダムを積極的に

PR し、田んぼダムの拡大を図る。 

たつの市 ・3地区(篠首:3.1ha、笹野:8.1ha、下野

田:7.2ha)で田んぼダム(せき板配布)

を実施。 

・たつの市全域へ田んぼダムを積極的に

PR し、田んぼダムの拡大を図る。 

・特にモデル地区で重点的に普及に取り

組み、拡大を図る。 

宍粟市 ・3地区:62ha(宇原、川戸、青木)で田ん

ぼダム(せき板配布)を実施。 

・宍粟市全域へ田んぼダムを積極的に

PR し、田んぼダムの拡大を図る。 

・特にモデル地区で重点的に普及に取り

組み、拡大を図る。 

太子町 ・1地区(阿曽) 田んぼダム(せき板配布)

を実施。 

・太子町全域へ田んぼダムを積極的に

PR し、田んぼダムの拡大を図る。 

・特にモデル地区で重点的に普及に取り

組み、拡大を図る。 
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表 5 各戸貯留での雨水貯留浸透に関する取り組み一覧 

対象 H26 までの取り組み H27 以降の取り組み 

計画

地域

全体 

県 

- 

・雨水貯留浸透機能を備え、または維持

することが特に必要と認める施設に

ついて、所有者の同意を得た上で、指

定雨水貯留浸透施設として指名する。

姫路市 ・200L の貯留タンクを設置し、浸水被害

軽減にかかる住民意識の向上。 

・各家庭及び事業所に対して助成金制

度の実施。 

たつの市 ・住宅に雨水貯留タンクの設置費用の一

部を助成（H25:3 件、H26：10 件予定）。

・助成制度を継続的に実施し、雨水の流

出抑制効果の向上と雨水の有効活用

を促進する。 

宍粟市 - - 

太子町 ・雨水の流出量抑制を図る雨水貯留施設

について、個人が敷地内で設置する小

規模な貯留タンク等について助成制度

を創出。 

・計画は 10世帯、そのうち 3世帯で実施

した(H26.8.29 時点)。 

・助成制度を継続的に実施し、雨水の流

出抑制効果の向上と雨水の有効活用

を促進する。 

 

表 6 貯留施設での雨水貯留量の確保に関する取り組み一覧 

対象 H26 までの取り組み H27 以降の取り組み 

計画

地域

全体 

県 

- 

・ため池下流域の浸水被害の発生状況や

ため池の規模、推進協議会の協議内容

等から、貯水量を減じる等の適切な措

置を行うことが計画地域における流

域対策に特に必要と認める施設につ

いて、管理者の同意を得た上で、指定

貯水施設として指定する。 

姫路市 ・台風、豪雨に備えて、ため池の事前放

流の協力依頼を実施している。 

・左記を継続して実施。 

たつの市 ・台風、豪雨に備えて、ため池の事前放

流の協力依頼を実施している。 

・左記を継続して実施。 

宍粟市 ・台風、豪雨に備えて、ため池の事前放

流の協力依頼を実施している。 

・左記を継続して実施。 

太子町 - - 
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表 7 森林保全等に関する取り組み一覧 

対象 H26 までの取り組み H27 以降の取り組み 

計画

地域

全体 

県 ・保全のみではなく森の回復と再生を目

指し、平成 14 年度から 10 ヵ年計画で

「新ひょうごの森づくり」を進めた。

現在では、平成 24 年度を初年度とす

る第 2 期計画（10 ヵ年計画）を推進

している。 

・平成 18 年度から導入した県民緑税を

活用し、森林の防災面での機能強化を

早期、確実に進めるため、「災害に強い

森づくり」を推進している。 

・関係機関、森林所有者、地域住民等

と連携し、人工林の間伐等を進める。

・急傾斜地にある間伐対象人工林の表

土侵食の防止対策や高齢人工林の一

部を広葉樹林へ誘導する。 

・保安林・林地開発許可制度を適切に

運用し、無秩序な伐採・開発行為の規

制等に努める。 

姫路市 ・緊急防災林整備、里山防災林整備、針

葉樹林と広葉樹林の混交林の整備、野

生動物育成林、住民参加型森林整備を

実施。 

・野生動物育成林、住民参加型森林整

備を継続して実施。 

たつの市 ・緊急防災林整備、里山防災林整備（H26:

中垣内ほか１地区、計 61ha）、針葉樹

林と広葉樹林の混交林の整備（H26:新

宮 37ha）、野生動物育成林（H26:曽我

井ほか１地区、計 49ha）、住民参画型

森林整備を実施。 

・緊急防災林整備、里山防災林整備、

針葉樹林と広葉樹林の混交林の整備

を継続して実施。 

宍粟市 ・緊急防災林整備、里山防災林整備、針

葉樹林と広葉樹林の混交林の整備

（H26:上野ほか５地区、計 154ha）、野

生動物育成林、住民参画型森林整備を

実施。 

・緊急防災林整備、針葉樹林と広葉樹

林の混交林整備を継続して実施。 

太子町 - - 
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表 8 浸水が想定される区域の指定に関する取り組み一覧 

対象 H26 までの取り組み H27 以降の取り組み 

計画

地域

全体 

国 ・浸水想定区域図の周知等により、洪水

ハザードマップの作成を支援する。 

・浸水想定区域内における土地の新規開

発に対して自主防災対策に資する情報

の提供を行い、総合的な被害軽減対策

を関係機関や地域住民等と連携して推

進する。 

・左記を継続して実施。 

県 ・浸水想定区域図の作成。 

・ＣＧハザードマップによる浸水想定区

域等の公開。 

・作成したハザードマップ等のより一層

の利活用を図り、住民が被害にあわな

いために必要な知識の啓発に努める。

市町 ・ハザードマップの作成、周知。 ・ハザードマップのさらなる周知に努め

る。 

姫路市 (計画地域全体の取り組みと同様) (計画地域全体の取り組みと同様) 

たつの市 (計画地域全体の取り組みと同様) 

・ハザードマップの更新。 

・まるごと・まちごとハザードマップの

実施(35 か所)。 

(計画地域全体の取り組みと同様) 

 

宍粟市 (計画地域全体の取り組みと同様) 

・ハザードマップの更新。 

(計画地域全体の取り組みと同様) 

太子町 (計画地域全体の取り組みと同様) 

・ハザードマップの更新。 

(計画地域全体の取り組みと同様) 
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表 9 浸水による被害の発生に関わる情報伝達に関する取り組み一覧 

対象 H26 までの取り組み H27 以降の取り組み 

計画

地域

全体 

県 ・避難判断水位等に到達したことを通知している。

・水位局での 3 時間後の水位予測を及び氾濫予測

を実施し、これを市町や消防・警察へ配信する

ことで的確な避難勧告等の発令や水防活動を支

援（フェニックス防災システム）している。た

だし、揖保川については水位予測は実施してい

ない。 

・河川監視カメラによりリアルタイムの河川情報

をホームページを通じ情報発信 

・地上デジタル放送等を利用した水位情報等の配

信を実施。 

・洪水時の水位予測等を市町へ

配信し、水防活動や避難勧告

等の発令の支援を図る。 

・継続して信頼性を高めていく

必要のあるシステムであるた

め、実績洪水等を踏まえ、シ

ステムの精度向上に取り組

む。 

・今後も正確な配信に努める。

・広報活動等により周知を図る。

姫路市 ・避難勧告等の発令時には緊急速報メール・ひめ

じ防災ネット・防災行政無線(家島・香寺・夢前・

安富)・市のホームページ・FM GENKI・ケーブル

テレビ・地域 SNS ひょこむ・ヤフーと協定を結び

市ホームページにミラーサイトを設置・J アラー

ト情報の自動配信化(FM GENKI・ケーブルテレビ)

等により多重的に情報を発信。 

・広報車や地元消防団による巡回広報等、きめ細

かな情報発信を実施。 

・避難情報等を的確に発信できるように災害時情

報発信マニュアルの整備。 

・災害時情報発信マニュアルに基づく迅速な情報

発信の実施。 

・特別警報の自動配信(FM GENKI、ケーブルテレビ)。

・ツイッターを利用した災害時情報発信。 

・左記を継続して実施。 

たつの市 ・ホームページ、防災ネットを活用し情報発信を

積極的に実施。 

・左記を継続して実施。 

宍粟市 ・音声告知放送システム、ケーブルテレビ、ホー

ムページ等を活用し情報伝達を行う。 

・左記を継続して実施。 

太子町 ・避難勧告等の発令時にはたいし安全・安心ネッ

ト、緊急速報メール、町ホームページ等により

情報を発信するとともに、広報車や消防団など

による巡回広報を実施。 

・左記を継続して実施。 

国土交通省 ・揖保川水系を洪水予報河川に指定し、神戸海洋

気象台と共同して洪水予報を発表し、TV 等のメ

ディアを通じて早期警戒避難を支援している。 

・左記を継続して実施。 

 

 



 

参-7 

 

 

表 10 「ひょうご防災ネット」等に関する取り組み一覧 

対象 H26 までの取り組み H27 以降の取り組み 

計画

地域

全体 

県 ・携帯電話のメール機能、ホームページ

機能を利用して、住民に直接、気象情

報や避難情報等を届ける「ひょうご防

災ネット」を提供している。 

・各種防災情報の入手方法の啓発に努

める。 

姫路市 ・防災ネットへの登録推進のＰＲ等。 ・左記を継続して実施。 

たつの市 ・防災ネットへの登録推進のＰＲ等。 ・左記を継続して実施。 

宍粟市 ・防災ネットへの登録推進のＰＲ等。 ・左記を継続して実施。 

太子町 ・防災ネットへの登録推進のＰＲ等。 ・左記を継続して実施。 

 

表 11 防災リーダーの育成に関する取り組み一覧 

対象 H26 までの取り組み H27 以降の取り組み 

計画

地域

全体 

県 ・平成16 年度から地域防災力の向上をね

らいとして「ひょうご防災リーダー講

座」を開催し、人材の育成に努めてい

る。H26年度は120名の募集を実施。 

・「ひょうご安全の日推進事業助成制度」

により、自主防災組織等を支援してい

る。 

・行政、住民、NPO 等、様々な主体の

防災の担い手を育成するため、防災研

修を実施する。 

姫路市 ・ひょうご防災リーダー講座の資料を配布

する等、参加の呼びかけを実施。受講者

64 名。 

・左記を継続して実施。 

たつの市 ・ホームページ、広報誌、防災ネットで

呼びかけを実施(数名が受講)。 

・左記を継続して実施。 

宍粟市 ・ひょうご防災リーダー講座の資料を配

布する等、参加の呼びかけを実施。受

講者(H25 年は該当なし)。 

・左記を継続して実施。 

太子町 ・ホームページ等で、ひょうご防災リー

ダー講座の参加の呼びかけを実施。受

講者 23名（過去から H25 年までの合

計）、H25 年は 3 名 

・左記を継続して実施。 
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表 12 防災マップの作成、支援に関する取り組み一覧 

対象 H26 までの取り組み H27 以降の取り組み 

姫路市 ・地域防災マップづくり事業を実施して

いる（地区連合自主防災会が主体とな

って行い、市は作成にあたり、ワーク

ショップの開催やまち歩きの実施、防

災マップの印刷等について支援）。47

自治会実施。 

・平成24 年度から市内全地区において5

カ年計画で実施を予定。 

たつの市 ・全戸配布(約 3万世帯,215 自治会) 

・転入者配布 

・防災マップの作成支援や活用方策につ

いて検討。 

宍粟市 ・1自主防災会に対して、3 万円を上限

として、作成費用の 1/2 を補助。39自

治会で実施 

・防災マップの作成支援や活用方策につ

いて検討。 

太子町 ・各自治会ごとに防災マップを作成し配

布。67自治会で実施 

・今後、訓練等での活用方策について検

討。 

 

表 13 浸水被害の軽減のための体制整備に関する取り組み一覧 

対象 H26 までの取り組み H27 以降の取り組み 

姫路市 ・市民の防災意識向上のため、職員、消

防防災救急指導員等が公民館等に出向

き、出前講座を実施。年間 30 回程度実

施。 

・引き続き、出前講座を実施。 

たつの市 ・消防職員による体験型の出前講座の実

施(激流豪雨体験、起震車)。1回実施。

・引き続き、出前講座を実施。 

宍粟市 ・防災講座の参加を呼びかけ、自主防災

会、民間、高齢者対象等、要望に応じ

て開催。4回実施。 

・引き続き、防災講座を実施。 

太子町 ・「災害に対する備え」の講座名で、自

主防災組織等を対象に実施。5回実施。

・引き続き、防災講座を実施。 
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表 14 水防活動への支援に関する取り組み一覧 

対象 H26 までの取り組み H27 以降の取り組み 

姫路市 ・新設の自主防災会に、50 種のメニュー

から、申請により、資機材を交付。 

・災害時の市民の自主防災活動を支援す

るため、救出救助等に使用する防災資

機材を収納。コミュニティ防災活動の

拠点である小学校等 72箇所に設置。 

・引き続き、防災機材等の支援を実施。

たつの市 ・水防訓練により土嚢を作成し、各地区

に分散備蓄。 

・備蓄倉庫へ器具を購入し保管。 

・引き続き、防災機材等の支援を実施。

宍粟市 ・自主防災会に防災資器材に限定した購

入の補助事業(上限 30 万、購入費の 1/2

補助)を実施。28件。 

・必要に応じて、消防団、自主防災会に

土のうを提供。 

・引き続き、防災機材等の支援を実施。

太子町 ・町防災訓練の参加自治会に対して土の

うの事前保管についての要望調査を実

施。 

・要望のある自治会に対して事前配布。

・引き続き、防災機材等の支援を実施。
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表 15 共助の取り組み一覧 

対象 H26 までの取り組み H27 以降の取り組み 

姫路市 ・地区連合自主防災会単位で構成している「災害

時要援護者地域支援協議会」に対して、災害時

要援護者台帳の作成、更新や、救急医療情報キ

ット（救急搬送の際などに役立てるために、申

請書の写しを入れたカプセル）の配布や、要援

護者支援に係る避難支援訓練や研修会の実施

等を委託。 

・平成 24年度末の台帳に未登録で在宅の重度障

害者等に、市から本事業の案内を送付し、市で

申請を受付。順次各地域支援協議会に提供し情

報共有。 

・左記を継続して実施。 

たつの市 ・災害時要援護者支援マニュアルを活用によりた

つの市、自主防災組織、民生委員と協力。 

・左記を継続して実施。 

宍粟市 ・災害時の要配慮者対策への備えとして、市を

はじめ自主防災組織、消防団等が担う支援対

策、情報伝達体制の整備、個別の避難支援計画

等、市の避難支援プランを作成。 

・市の指定避難所 45箇所に避難所表示板を設置。

・避難行動要支援者名簿の更新を継続的に実施。

・左記を継続して実施。 

太子町 ・要援護者の避難支援を迅速かつ的確に行うた

め、避難行動要支援者名簿（旧災害時要援護者

名簿）を作成し、平常時から要支援者に関する

情報の把握や避難時における支援体制の確立。

・要支援者の登録制度を周知し、更なる支援体

制の強化。 

・左記を継続して実施。 
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表 16 民間事業者との協定締結に関する取り組み一覧 

対象 H26 までの取り組み H27 以降の取り組み

姫路市 ・現在までに以下の協定を 50 事業所と締結。 

1)災害時における生鮮食品等の供給協力等相互応援に関する協定 

2)災害時における物資等の輸送に関する協定 

3)災害時における食糧・生活必需品等の確保に関する協定 

4)災害時における物資の供給に関する協定 

5)緊急時における生活物資確保に関する協定 

6)災害時における応急対策業務に関する協定 

7)災害時における災害用トイレ等の供給協力に関する協定 

8)災害情報放送に関する協定 

9)災害等緊急放送の実施に関する協定 

10)災害時等における船舶による輸送等に関する協定 

11)災害時における障害物除去等の協力に関する協定 

12)災害時におけるＬＰガス等の支援協力に関する協定 

・地域防災の貢献に意欲のある事業所を、『姫路市地域防災貢献事

業所』として登録・公表し、平常時から従業員や地域住民の防災

意識の啓発を図るとともに、災害が発生した時には事業所の持つ

能力を重要な防災力として活用することにより、地域防災力の向

上を図っている(登録事業所数：877 事業所)。 

・避難所にて間仕切り等によりプライバシー確保を行うため、民

間事業者と協定の締結を進めている。 

・左記を継続して実

施。 

たつの市 ・民間機関(15 事業所)と以下の協定締結。 

1)災害時等におけるたつの市と龍野郵便局・たつの市内特定郵便

局との相互協力に関する協定書 

2)緊急時における生活物資の確保に関する協定 

3)災害時における食糧・物資の安定供給等に関する協定書 

4)災害時における物資の供給に関する協定書 

5)安全・安心社会の構築に関する協定書 

6)災害時等応急対策協力協定 

7)災害時における応急対策業務に関する協定 

8)災害時における応急救援活動への応援に関する協定書 

9)災害時における緊急測量業務等に関する協定 

10)災害時における障害物除去等の協力に関する協定書 

11)災害に係る情報発信等に関する協定 

12)災害時等における相互協力に関する協定 

・左記を継続して実

施。 

宍粟市 ・災害時等における相互協力、応急対策業務、緊急測量業務、障

害物除去、食糧・生活必需品の確保等の協定を 13事業所と締結。

・左記を継続して実

施。 

太子町 ・災害時等における道路交通確保のための障害物除去作業、食糧・

生活必需品の確保、避難施設の提供等、10 事業所と協定締結。

・左記を継続して実

施。 
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表 17 訓練の実施に関する取り組み一覧 

対象 H26 までの取り組み H27 以降の取り組み 

計画

地域

全体 

県 ・毎年増水期前に県・市町や防災関係機関で

構成する「水防連絡会」を実施し、水防に

関する相互の情報共有や連携強化に努め

ている。 

・平成 25 年度兵庫県・播磨広域・姫路市合

同防災訓練を実施する。 

・今後も継続して実施し連携強化に努め

る。 

 

姫路市 ・各消防署単位で、各地区水防訓練の実施。

・姫路市総合防災訓練を実施（年 1 回）。 

・水防上危険が予想される箇所における合同

現地踏査の実施。 

・左記を継続して実施。 

たつの市 ・自主防災組織等が主体で訓練を実施。 

・消防署が出前講座（激流・ゲリラ豪雨体

験等）を実施。 

・左記を継続して実施。 

宍粟市 ・毎年消防・警察合同で水防工法訓練を実施。

・市及び各町の防災訓練(年 4回)時に水防対

応として水防工法訓練等を実施。 

・左記を継続して実施。 

太子町 ・町防災訓練を実施。 

・防災訓練（年 1回）を実施し、危機管理意

識の向上と自主的に実施する自主防災訓

練の実施を促進。 

・左記を継続して実施。 
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表 18 建物等の耐水機能を備えるための取り組み一覧 

対象 H26 までの取り組み H27 以降の取り組み 

計画

地域

全体 

県 

- 

・減災対策に特に必要と認める建物等を

所有者等の同意を得た上で、指定耐水

施設として指定する。 

姫路市 ・浸水想定区域内の地下街(ピオレ姫路、

グランフェスタ、キャッスルガーデン、

中央地下通路)において、避難確保計画

及び浸水防止計画を作成。 

・止水板の設置や電源確保対策が施され

ている。 

・浸水想定区域内の地下街(山陽百貨店、

キャスパビル)において、避難確保計画

及び浸水防止計画の作成。 

・防災拠点となる公共施設では、電気設

備を高所に設置。 

・既に作成している地下街等に、計画に

基づく訓練の実施を促進。 

・左記を継続して実施。 

たつの市 検討中 - 

宍粟市 検討中 - 

太子町 - - 
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県
民
 

 
 

 
 

 

(
3
)貯

水
施
設

の
雨
水

貯
留
容
量

の
確
保
 

 
た

め
池

の
水

位
低

下
 

耕
作

に
影

響
な

い
範

囲
で

洪
水

前
に

た
め
池

の
水

位
低

下
に

よ
る

一
時

貯
留

を
実

施
、

ま
た
落

水
期

に
は

池
の

水
位

を
下

げ
台

風
に

備
え

る
等

(
た

め

池
管
理
者

) 

管
理
者
 
 

 
 

 
 

た
め
池
の
管
理
 

た
め

池
の

日
常

点
検

と
維

持
管

理
、

た
め
池

整
備

5
箇

年
計

画
に

よ
る

施
設

改
修

を
支

援
(
県

・
市

町
・
た
め
池
管
理
者

) 
 

  

県
 

 
 

 
 

 

市
町
 

 
 

 
 

 

管
理
者
 
 

 
 

 
 

 

H
25
 

H
25
 



 

参-17 

西
播
磨
東
部
（
揖
保
川
流
域
圏
）
地
域
総
合
治
水
推
進
計
画
 
施
策
一
覧
(4
/7
) 

※
期
間
等
に
つ
い
て
は
、
推
進
計
画
策
定
時
点
に
お
け
る
見
込
み
で
あ
り
、
今
後
、
変
更
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

大
項
目
 

小
項
目
 

名
称
 

概
要
 

実
施
 

主
体
 

期
間
 

備
考
 

～
H2
6 

H
2
7～

H
31
 
H
3
2～

H
36
 
H
3
7～

 

 

 

(
4
)ポ

ン
プ
施

設
と
の

調
整
 

 
ポ

ン
プ

施
設

と
の

調
整
 

堤
防
の
決
壊
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、

排
水
停
止
等
適
切
な
操
作
が
行
え
る
よ
う
操
作
規

則
に
明
示
等
、
そ
の
運
用
が
確
実
に
図
ら
れ
る
よ
う

努
め
る
(県

・
市
町
の
ポ
ン
プ
施
設
管
理
者
) 

 

県
 

 
 

 
 

 

管
理
者
 
 

 
 

 
 

(
5
)遊

水
機
能

の
維
持
 

 

遊
水
池
の
保
全
 

霞
堤
の

貯
留

・
遊
水

機
能

維
持
に
努

め
、

山
間
の

農
地
・

荒
れ
地

の
貯
留

・
遊

水
機
能

が
発

揮
さ
れ

る
よ
う
な
地
形
の
保
全
に
努
め
る

(県
・
市
町
・
県

民
) 

県
 

 
 

 
 

 

市
町
 

 
 

 
 

 

県
民
 

 
 

 
 

 

民
間

の
開

発
等

へ

の
周
知
 

遊
水

機
能

が
高

い
と

考
え

ら
れ

る
土

地
に

配
慮

し
、
民

間
の
開

発
等
に

つ
い

て
も
遊

水
機

能
に
つ

い
て
開

発
業
者

等
に
十

分
周

知
し
、

開
発

抑
制
を

図
る

(県
・
市
町
) 

 

県
 

 
 

 
 

 

市
町
 

 
 

 
 

 

(
6
)森

林
の
整

備
及
び

保
全
 

 
新

ひ
ょ

う
ご

の
森

づ
く

り
第

２
期

対

策
 

森
林
の
持
つ
公
益
的
機
能
を
高
度
に
発
揮
さ
せ
る

た
め
、
「
新
ひ
ょ
う
ご
の
森
づ
く
り
：
第
2期

対
策

（
H2
4-
33
）
」
を
推
進
す
る

(県
) 

県
 

 
 

 
 

 

災
害

に
強

い
森

づ

く
り
第
２
期
対
策
 

森
林
の
防
災
機
能
を
高
め
る
た
め
、
「
災
害
に
強

い
森
づ
く
り

:第
2期

対
策
（

H2
3-
29
）
」
を
推
進

す
る

(県
) 

 

県
 

 
 

 
 

 

(
7
)山

地
防
災

・
土
砂

災
害
対
策
 

 
山
地
防
災
・
土
砂
災

害
対
策
緊
急

5
箇
年

計
画

に
基

づ
く

治

山
・
砂
防
事
業
 

総
合
治
水
対
策
と
併
行
し
て
、
豪
雨
時
の
森
林
か
ら

の
異
常

な
土

砂
流

出
に

よ
る

河
道
埋

塞
の

防
止

の

た
め
、
「
第

2
次
山
地
防
災
・
土
砂
災
害
対
策
緊
急

5
箇
年
計
画
(仮

称
)(
H2
6-
30
)」

に
基
づ
く
治
山
・

砂
防
事
業
を
推
進
す
る
 
(県

) 
 

県
 

 
 

 
 

 

荒
廃
渓
流
の
整
備
 

総
合
治
水
対
策
と
併
行
し
て
、
豪
雨
時
の
森
林
か
ら

の
異

常
な

土
砂

流
出

に
よ
る

河
道
埋

塞
の
防

止
の

た
め
、
荒
廃
渓
流
の
整
備
に
努
め
て
い
く
（
市
町
）
 

市
町
 

 
 

 
 

 

 

H
24
 

H
33
 

H
23
 

H
29
 



 

参-18 

 西
播
磨
東
部
（
揖
保
川
流
域
圏
）
地
域
総
合
治
水
推
進
計
画
 
施
策
一
覧
(5
/7
) 

※
期
間
等
に
つ
い
て
は
、
推
進
計
画
策
定
時
点
に
お
け
る
見
込
み
で
あ
り
、
今
後
、
変
更
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

大
項
目
 

小
項
目
 

名
称
 

概
要
 

実
施
 

主
体
 

期
間
 

備
考
 

～
H2
6 

H
2
7～

H
31
 
H
3
2～

H
36
 
H
3
7～

 

3
.
減
災
対

策
 

 
(
1
)浸

水
が
想

定
さ
れ

る
区
域
の

指
定
・

住
民
の

情
報
の

把
握
 

 
浸

水
想

定
区

域
図

の
作
成
 

浸
水

想
定

区
域

図
を

作
成

し
、

市
町

に
提
供

す
る

と
と
も
に
県
民
へ
の
周
知
に
努
め
る

(県
) 

県
 

 
 

 
 

 

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ

の
作
成
・
配
布
 

浸
水

想
定

区
域

図
の

周
知

等
に

よ
り

、
洪
水

ハ
ザ

ー
ド
マ
ッ
プ
の
作
成
を
支
援
す
る
 

国
 

 
 

 
 

 

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
を

作
成

・
配

布
し

、
最
新

の
情

報
を
反
映
す
る
よ
う
努
め
る

(市
町
)
 

市
町
 

 
 

 
 

 

C
G

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
の
周
知
 

C
G
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
充
実
・
周
知
に
取
り
組
む

(
県
) 

県
 

 
 

 
 

 

ま
る
ご
と
・
ま
ち
ご

と
ﾊｻ
ﾞｰ
ﾄﾞ
ﾏｯ
ﾌﾟ
 

ま
る

ご
と

・
ま

ち
ご

と
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ
の

明
示

に
努
め
る

(市
町
) 

 

市
町
 

 
 

 
 

 

(
2
)浸

水
に
よ

る
被
害

の
発
生
に

係
る
情

報
の
伝

達
 

 
雨
量
・
水
位
情
報
 

雨
量
・
水
位
情
報
を
発
信
す
る
（
国
県
）
 

国
 

 
 

 
 

 

県
 

 
 

 
 

 

洪
水
予
報
 

洪
水

予
報

(
揖

保
川

)
を

発
表

す
る

(
県

と
気

象
台

の
共
同

) 

国
 

 
 

 
 

 

水
守
 

揖
保

川
流

域
河

川
情

報
シ

ス
テ

ム
”

水
守
”

を
運

用
す
る

(県
) 

県
 

 
 

 
 

 

道
路

ア
ン

ダ
ー

パ

ス
部
の
浸
水
情
報
 

道
路

ア
ン

ダ
ー

パ
ス

部
の

冠
水

情
報

版
の
設

置
を

推
進
す
る

(県
) 

県
 

 
 

 
 

 

防
災
行
政
無
線
、
ｹｰ

ﾌ
ﾞﾙ

TV
、
市
町

HP
 

防
災
行
政
無
線

､ケ
ー
ブ
ル

T
V､
市
町

HP
を
活
用

し
た
情
報
発
信
を
積
極
的
に
行
う

(市
町

) 

市
町
 

 
 

 
 

 

｢
ひ

ょ
う

ご
防

災
ネ

ッ
ト

｣
に

よ
る

情
報

発
信
 

｢
ひ

ょ
う

ご
防

災
ネ

ッ
ト

｣
に
よ

る
情

報
発

信
を
行

う
(県

・
市
町
) 

県
 

 
 

 
 

 

市
町
 

 
 

 
 

 

市
町

に
対

す
る

情

報
提
供
 

河
川

水
位

予
測

、
氾

濫
予

測
結

果
を

市
町
等

へ
提

供
す
る

(県
) 

県
 

 
 

 
 

 

フ
ェ

ニ
ッ

ク
ス

防
災

シ
ス

テ
ム

の
増

設
等
、

提
供

さ
れ

た
情

報
の

効
率

的
・

効
果

的
な

活
用
方

法
を

検
討
す
る

(市
町
) 

 

市
町
 

 
 

 
 

 



 

参-19 

 西
播
磨
東
部
（
揖
保
川
流
域
圏
）
地
域
総
合
治
水
推
進
計
画
 
施
策
一
覧
(6
/7
) 

※
期
間
等
に
つ
い
て
は
、
推
進
計
画
策
定
時
点
に
お
け
る
見
込
み
で
あ
り
、
今
後
、
変
更
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

大
項
目
 

小
項
目
 

名
称
 

概
要
 

実
施
 

主
体
 

期
間
 

備
考
 

～
H2
6 

H
2
7～

H
31
 
H
3
2～

H
36
 
H
3
7～

 

 
(
3
)浸

水
に
よ

る
被
害

の
軽
減
に

関
す
る

学
習
 

 
事

前
の

防
災

情
報

の
提
供
 

防
災

に
関

す
る

出
前

講
座

等
に

よ
り

、
防
災

意
識

の
啓
発
に
努
め
る
（
国
）
 

国
 

 
 

 
 

 

防
災

リ
ー

ダ
ー

の

育
成
 

防
災

リ
ー

ダ
ー

育
成

の
た

め
防

災
研

修
を
実

施
す

る
(県

・
市
町
) 

県
 

 
 

 
 

 

市
町
 

 
 

 
 

 

防
災

マ
ッ

プ
の

作

成
・
支
援
 

防
災
マ
ッ
プ
の
作
成

(県
民
)、

作
成
支
援

(県
・
市

町
) 

県
 

 
 

 
 

 

市
町
 

 
 

 
 

 

(
4
)浸

水
に
よ

る
被
害

の
軽
減
の

た
め
の

体
制
の

整
備
 

 
共

助
に

よ
る

避
難

誘
導
、
危
険
箇
所
解

消
 

共
助

に
よ

る
避

難
誘

導
、

危
険

箇
所

解
消
に

努
め

る
(県

・
市
町
) 

県
 

 
 

 
 

 

市
町
 

 
 

 
 

 

避
難

施
設

等
へ

の

案
内
板
等
設
置
 

避
難

施
設

等
へ

の
案

内
板

等
設

置
に

努
め

る
(
市

町
) 

市
町
 

 
 

 
 

 

水
防
体
制
整
備
 

河
川

・
た

め
池

の
水

防
体

制
整

備
に

努
め

る
(
市

町
) 

市
町
 

 
 

 
 

 

フ
ェ

ニ
ッ

ク
ス

防

災
シ

ス
テ

ム
に

よ

る
情
報
提
供
 

フ
ェ

ニ
ッ

ク
ス

防
災

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
情
報

提
供

を
行
う

(県
) 

県
 

 
 

 
 

 

(
5
)訓

練
の
実

施
 

 
水

防
連

絡
会

の
開

催
に

よ
る

情
報

共

有
 

水
防
協
議
会
等
と
の
連
絡
体
制
を
強
化
す
る
（
国
） 

国
 

 
 

 
 

 

水
防

連
絡

会
を

毎
年

開
催

し
、

情
報

共
有
を

図
る

(
県
) 

県
 

 
 

 
 

 

訓
練
の
実
施
 

大
規

模
洪

水
を

想
定

し
た

実
践

的
演

習
、
防

災
関

係
機

関
と

連
携

し
た

水
防

訓
練

を
実

施
す

る

(
国
・
県
・
市
町
) 

国
 

 
 

 
 

 

県
 

 
 

 
 

 

市
町
 

 
 

 
 

 
 



 

参-20 

西
播
磨
東
部
（
揖
保
川
流
域
圏
）
地
域
総
合
治
水
推
進
計
画
 
施
策
一
覧
(7
/7
) 

※
期
間
等
に
つ
い
て
は
、
推
進
計
画
策
定
時
点
に
お
け
る
見
込
み
で
あ
り
、
今
後
、
変
更
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

大
項
目
 

小
項
目
 

名
称
 

概
要
 

実
施
 

主
体
 

期
間
 

備
考
 

～
H2
6 

H
2
7～

H
31
 
H
3
2～

H
36
 
H
3
7～

 

 
(
6
)建

物
等
の

耐
水
機

能
の
確
保
 

 
建

物
等

の
耐

水
機

能
 

｢
建

物
等

の
耐

水
機

能
に
係

る
指

針
｣
に

基
づ

く
敷

地
嵩
上

げ
、

遮
水

壁
設

置
、

電
気
設

備
高

所
配
置

等
に
努
め
る

(県
民
) 

県
民
 

 
 

 
 

 

防
災
拠

点
施

設
・

避
難

所
の

耐
水
対

策
の

必
要
性

を
検
討
し
、
実
施
す
る

(県
・
市
町
)
 

県
 

 
 

 
 

 

市
町
 

 
 

 
 

 

(
7
)浸

水
に
よ

る
被
害

か
ら
の
早

期
の
生

活
の
再

建
 

 
｢
フ

ェ
ニ

ッ
ク

ス
共

済
｣
等

へ
の

加
入

促

進
 

｢
フ

ェ
ニ

ッ
ク

ス
共

済
｣
等
へ

の
加
入

促
進

に
努
め

る
(県

・
市
町
) 

県
 

 
 

 
 

 

市
町
 

 
 

 
 

 

国
・
県
・
他
市
町
と

の
応
援
協
定
締
結
、

民
間

事
業

者
と

の

連
携
体
制
構
築
 

大
規
模

水
害

時
の

た
め

の
国

・
県
・

他
市

町
と
の

応
援
協

定
締

結
、

民
間

事
業

者
と
の

連
携

体
制
構

築
に
努
め
る

(市
町
) 

市
町
 

 
 

 
 

 

 

H
2
5 



 

参-21 

西
播
磨
東
部
（
揖
保
川
流
域
圏
）
地
域
総
合
治
水
推
進
計
画
 
モ
デ
ル
地
区
の
施
策
一
覧
(1
/
3)
 

 た
つ
の
市
：
揖
保
川
町
ひ
ば
り
ヶ
丘
地
区
 

※
期
間
等
に
つ
い
て
は
、
推
進
計
画
策
定
時
点
に
お
け
る
見
込
み
で
あ
り
、
今
後
、
変
更
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

項
目
 

区
分
 

取
り
組
み

名
称
 

取
り
組
み

内
容
 

取
り
組
み
 

主
体
 

期
間
 

備
考
 

～
H2
6 

H
2
7～

H
31
 
H
3
2～

H
36
 
H
3
7～

 

河
川
下
水

道
対
策
 

 
河

川
対
策
 

 
馬
路
川
 

現
在

策
定

中
の

揖
保

川
水

系
河

川
整

備
計

画
(県

管
理
区
間
)に

お
い
て
、
対
策
を
検
討

し
て
い
く
 

県
 

 
 

 
 

 

河
床
掘
削
を
実
施
す
る
 

県
 

 
 

 
 

 

下
水
道
対

策
 

 
下
水
道
整
備
 

半
田
神
部
中
央
雨
水
幹
線
の
整
備
を
進
め
、

浸
水
被
害
の
軽
減
を
図
る
 

た
つ
の
市
 

 
 

 
 

残
事
業
の
実
施
時
期
は
未
定
 

流
域
対
策
 

 
雨

水
貯
留

施
設

(水
田

) 

 
田
ん
ぼ
ダ
ム
 

耕
作
に
影
響
が
な
い
範
囲
で

、
田
ん
ぼ
ダ
ム

せ
き
板
設
置
に
努
め
る
 

県
民
 

 
 

 
 

 

田
ん

ぼ
ダ

ム
の

啓
発

活
動

及
び

田
ん

ぼ
ダ

ム
せ
き
板
を
配
布
し
支
援
を
す
る
 

県
、
た
つ
の
市
 
 

 
 

 
 

雨
水
貯
留

施
設

(各
戸

貯
留

) 

 
各
戸
貯
留
 

雨
水
タ
ン
ク
設
置
に
努
め
る
 

県
民
 

 
 

 
 

 

雨
水
タ
ン
ク
の
普
及
啓
発
を
推
進
す
る
 

県
、
た
つ
の
市
 
 

 
 

 
 

雨
水
ポ
ン
プ
設
置
の
た
め
の
助
成
制
度
等

に
よ
り
支
援
す
る
 

た
つ
の
市
 

 
 

 
 

 

減
災
対
策
 

 
訓

練
の
実

施
 

 
水
防
訓
練
の
実
施
 

防
災
訓
練
を
実
施
し
、
必
要
に
応
じ
て
防
災

マ
ッ
プ
の
見
直
し
を
行
う
 

国
、
県
、
た
つ

の
市
、
県
民
 

 
 

 
 

 

 



 

参-22 

西
播
磨
東
部
（
揖
保
川
流
域
圏
）
地
域
総
合
治
水
推
進
計
画
 
モ
デ
ル
地
区
の
施
策
一
覧
(2
/
3)
 

 宍
粟
市
：
一
宮
町
安
積
地
区
 

※
期
間
等
に
つ
い
て
は
、
推
進
計
画
策
定
時
点
に
お
け
る
見
込
み
で
あ
り
、
今
後
、
変
更
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

項
目
 

区
分
 

取
り
組
み

名
称
 

取
り
組
み

内
容
 

取
り
組
み
 

主
体
 

期
間
 

備
考
 

～
H2
6 

H
2
7～

H
31
 
H
3
2～

H
36
 
H
3
7～

 

河
川
下
水

道
対
策
 

 
河

川
対
策
 

 
曲

里
地

区
：

揖
保

川
、
引
原
川
 

堰
の
改
築
、
河
床
掘
削
 

国
 

 
 

 
 

 

中
安
積
地
区
：
揖
保

川
 

無
堤
区
間
の
築
堤
 

国
 

 
 

 
 

 

河
川
維
持
管
理
 

必
要
に
応
じ
て
、
土
砂
撤
去
や
樹
木
伐
採
の

実
施
 

国
・
県
 

 
 

 
 

 

流
域
対
策
 

 
雨

水
貯
留

施
設

(学
校

) 

 
兵

庫
県

立
伊

和
高

等
学
校
 

校
庭
貯
留
を
実
施
す
る
 

県
 

 
 

 
 

実
施
時
期

は
未
定
 

雨
水
貯
留

施
設

(水
田

) 

 
田
ん
ぼ
ダ
ム
 

耕
作
に
影
響
が
な
い
範
囲
で
、
田
ん
ぼ
ダ
ム

せ
き
板
設
置
に
努
め
る
 

県
民
 

 
 

 
 

 

田
ん

ぼ
ダ

ム
の

啓
発

活
動

及
び

田
ん

ぼ
ダ

ム
せ
き
板
を
配
布
し
支
援
を
す
る
 

県
、
宍
粟
市
 

 
 

 
 

 

 
森

林
の
整

備
及
び

保
全
 

 
森
林
整
備
 

針
葉

樹
林

と
広

葉
樹

林
の

混
交

林
整

備
等

に
よ
り
森
林
の
保
水
力
維
持
に
取
り
組
む
 

県
、
宍
粟
市

、

県
民
 

 
 

 
 

 

減
災
対
策
 

 
浸

水
に
よ

る
被
害

軽
減
に

関
す
る

学
習
 

 
防

災
マ

ッ
プ

の
周

知
 

防
災
マ
ッ
プ
の
周
知
を
図
り
、
必
要
に
応
じ

て
記
載
内
容
の
見
直
し
を
行
う
 

宍
粟
市
、
県
民
 
 

 
 

 
 

 
訓

練
の
実

施
 

 
水
防
訓
練
の
実
施
 

防
災
マ
ッ
プ
を
踏
ま
え
て
、
防
災
訓
練
を
実

施
し
、
必
要
に
応
じ
て
防
災
マ
ッ
プ
の
見
直

し
を
行
う
 

国
、
宍
粟
市
、

県
民
 

 
 

 
 

 

揖
保

川
水

系
河

川
整

備
計

画

（
国
管
理

区
間

）
に
基

づ
き

事

業
を
推
進

し
て
い

る
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西
播
磨
東
部
（
揖
保
川
流
域
圏
）
地
域
総
合
治
水
推
進
計
画
 
モ
デ
ル
地
区
の
施
策
一
覧
(3
/
3)
 

 太
子
町
：
揖
保
川
流
域
圏
地
区
 

※
期
間
等
に
つ
い
て
は
、
推
進
計
画
策
定
時
点
に
お
け
る
見
込
み
で
あ
り
、
今
後
、
変
更
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

項
目
 

区
分
 

取
り
組
み

名
称
 

取
り
組
み

内
容
 

取
り
組
み
 

主
体
 

期
間
 

備
考
 

～
H2
6 

H
2
7～

H
31
 
H
3
2～

H
36
 
H
3
7～

 

流
域
対
策
 

 
雨

水
貯
留

施
設

(水
田

) 

 
田
ん
ぼ
ダ
ム
 

耕
作
に
影
響
が
な
い
範
囲
で

、
田
ん
ぼ
ダ
ム

せ
き
板
設
置
に
努
め
る
 

県
民
 

 
 

 
 

 

田
ん

ぼ
ダ

ム
の

啓
発

活
動

及
び

田
ん

ぼ
ダ

ム
せ
き
板
を
配
布
し
支
援
を
す
る
 

県
、
太
子
町
 

 
 

 
 

 

雨
水
貯
留

施
設

(各
戸

貯
留

) 

 
各
戸
貯
留
 

雨
水
タ
ン
ク
設
置
に
努
め
る
 

県
民
 

 
 

 
 

 

雨
水
タ
ン
ク
の
普
及
啓
発
を
推
進
す
る
 

県
、
太
子
町
 

 
 

 
 

 

雨
水
ポ
ン
プ
設
置
の
た
め
の
助
成
制
度
等

に
よ
り
支
援
す
る
 

太
子
町
 

 
 

 
 

 

減
災
対
策
 

 
訓

練
の
実

施
 

 
水
防
訓
練
の
実
施
 

防
災
訓
練
を
実
施
し
、
必
要
に
応
じ
て
防
災

マ
ッ
プ
の
見
直
し
を
行
う
 

国
、
県
、
太
子

町
、
県
民
 

 
 

 
 

 

揖
保
川
流

域
圏
地

区
：
阿

曽
、
下

阿
曽
、

福
地
、

老
原
、

常
全
、

宮
本
、

船
代
、

岩
見
構

上
、
岩

見
構
下

、
太
子
ニ
ュ
ー

タ
ウ
ン

、
吉
福

、
沖
代

、
米
田

、
塚
森

、
蓮
常

寺
を
含

む
。
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西
播
磨
東
部
（
揖
保
川
流
域
圏
）
地
域
総
合
治
水
推
進
計
画
 
モ
デ
ル
施
策
一
覧
 

 水
田
貯
留
(田

ん
ぼ
ダ
ム
) 

※
期
間
等
に
つ
い
て
は
、
推
進
計
画
策
定
時
点
に
お
け
る
見
込
み
で
あ
り
、
今
後
、
変
更
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

項
目
 

区
分
 

取
り
組
み

名
称
 

取
り
組
み

内
容
 

取
り
組
み
 

主
体
 

期
間
 

備
考
 

～
H2
6 

H
2
7～

H
31
 
H
3
2～

H
36
 
H
3
7～

 

流
域
対
策
 

 
田

ん
ぼ
ダ

ム
事
業

の
推
進

及
び
普

及
啓
発
 

 
田

ん
ぼ

ダ
ム

事
業

の
推
進
 

田
ん

ぼ
ダ

ム
の

効
果

を
検

証
す

る
実

証
実

験
 

県
 

 
 

 
 

 

せ
き

板
の

配
布

に
よ

る
田

ん
ぼ

ダ
ム

の
取

り
組
み
支
援
 

県
、
市
町
 

 
 

 
 

目
標
値

※
 

H
2
6：

1
00
ha
 

H
2
7：

2
00
ha
 

H
2
8：

3
00
ha
 

せ
き

板
設

置
に

よ
る

田
ん

ぼ
ダ

ム
の

取
り

組
み
 

所
有
者
 

 
 

 
 

田
ん

ぼ
ダ

ム
事

業

の
普
及
・
啓
発
 

活
動

看
板

の
設

置
と

取
り

組
み

を
広

げ
る

活
動
冊
子
の
作
成
 

県
 

 
 

 
 

 

せ
き

板
の

使
用

状
況

の
確

認
及

び
大

雨
前

の
水
管
理
の
徹
底
等
を
図
る
周
知
活
動
 

県
、
市
町
 

  
 

 
 

 

 
※
数
値
は
西
播
磨
全
域
の
目
標
値
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流域対策による浸水被害軽減効果の試算 

1. モデル地区 

(1) たつの市：揖保川町ひばりヶ丘地区 

 1) 貯留可能容量の推定 

モデル地区内の浸水区域に直接的に効果が得られる施設を対象に、流域対策を実施

した際の効果について、量的イメージをつかむことを目的として施設の貯留可能量を

試算した。 

試算条件として、水田については水深 0.1m 貯留し、各戸貯留については雨水貯留

タンク容量を 200L とした。 

 

表 1 流域内貯留可能容量 

区分 
施設数 

(戸) 

面積 

(万 m2) 

貯留可能容量

(万 m3) 
試算条件 

水田 - 53.2 5.32 水田面積×水深 0.1m 

各戸貯留 1,977 - 0.04 雨水貯留タンク容量 200L×施設数 

合計 - - 5.36  

※本検討はあくまで想定の貯留量であり、整備メニューを限定するものではない。この他にも透水

性舗装や浸透桝等の浸透施設等の取り組みによる効果も考えられる。また、実施にあたっては、

所有者の同意の下、施設に適した対策を推進していく必要がある。 

 

 

 2) 流域対策整備効果の試算 

モデル地区内における平成 16 年台風 18 号の浸水実績は、26.86 万 m2であり、流域

内の貯留可能容量 5.36 万 m3を活用すると浸水実績範囲で約 20cm、70％の容量を活用

すると約 14cm、50％で約 10cm の浸水が軽減する試算結果となる。 

なお、本検討はあくまで想定の貯留容量に貯留した量的イメージであり、実際には

貯留しながら放流する等、現実の貯留効果とは異なる。 

 

表 2 実績浸水範囲における浸水軽減の量的イメージ 

貯留活用 
貯留可能容量 

(万 m3) 

実績浸水面積 

(万 m2) 

浸水軽減量 

(m) 

100％ 5.36

26.86 

0.20

70％ 3.75 0.14

50％ 2.68 0.10

※浸水面積は、市から提供された平成 16 年台風 18 号の浸水実績資料から GIS(地理情報システム)

を用いて算定した(図 1参照) 。 
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図 1 たつの市揖保川町ひばりヶ丘地区算定図 

※浸水面積は、市から提供された平成 16 年台風 18 号の浸水実績資料から GIS(地理情報システム)

を用いて算定した 

 

馬路川 

：水田面積算定範囲

：各戸貯留戸数算定範囲

：浸水面積算定範囲 

：建物 
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(2) 宍粟市：一宮町安積地区 

 1) 貯留可能容量の推定 

モデル地区内の浸水区域に直接的に効果が得られる施設を対象に、流域対策を実施

した際の効果について、量的イメージをつかむことを目的として施設の貯留可能量を

試算した。 

試算条件として、水田については水深 0.1m 貯留し、校庭貯留については水深 0.3m

貯留することとした。 

 

表 3 流域内貯留可能容量 

区分 
施設数 

(戸) 

面積 

(万 m2) 

貯留可能容量

(万 m3) 
試算条件 

水田 - 12.5 1.25 水田面積×水深 0.1m 

校庭貯留 1 1.6 0.48 校庭面積×水深 0.3m 

合計 - - 1.73  

※本検討はあくまで想定の貯留量であり、整備メニューを限定するものではない。この他にも透水

性舗装や浸透桝等の浸透施設等の取り組みによる効果も考えられる。また、実施にあたっては、

所有者の同意の下、施設に適した対策を推進していく必要がある。 

 

 

 2) 流域対策整備効果の試算 

モデル地区内における平成 21 年台風 9 号の浸水実績を参考に、内水氾濫が生じる

と想定される区域を設定した。その面積は 8.64 万 m2であり、流域内の貯留可能容量

1.73 万 m3を活用すると浸水実績範囲で約 20cm、70％の容量を活用すると浸水実績範

囲で約 14cm、50％で約 10cm の浸水が軽減する試算結果となる。 

なお、本検討はあくまで想定の貯留容量に貯留した量的イメージであり、実際には

貯留しながら放流する等、現実の貯留効果とは異なる。 

 

表 4 実績浸水範囲における浸水軽減の量的イメージ 

貯留活用 
貯留可能容量 

(万 m3) 

実績浸水面積 

(万 m2) 

浸水軽減量 

(m) 

100％ 1.73

8.64 

0.20

70％ 1.21 0.14

50％ 0.87 0.10

※浸水面積は、市から提供された平成 21年台風 9号の浸水実績資料を参考として、内水氾濫が生じ

ると想定される区域を設定し、GIS(地理情報システム)を用いて算定した(図 2参照)。 
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図 2 宍粟市一宮町安積地区算定図 

※浸水面積は、市から提供された平成 21年台風 9号の浸水実績資料を参考として、内水氾濫が生じ

ると想定される区域を設定し、GIS(地理情報システム)を用いて算定した。 

 

揖保川 
引原川 

：水田面積算定範囲

：浸水面積算定範囲 

：校庭算定範囲 

：建物 
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(3) 太子町：揖保川圏域地区 

 1) 貯留可能容量の推定 

モデル地区内の施設を対象に、流域対策を実施した際の効果について、量的イメー

ジをつかむことを目的として施設の貯留可能量を試算した。 

試算条件として、水田については水深 0.1m 貯留し、各戸貯留については雨水貯留

タンク容量を 200L とした。 

 

表 5 流域内貯留可能容量 

区分 
施設数 

(戸) 

面積 

(万 m2) 

貯留可能容量

(万 m
3
) 

試算条件 

水田 - 213.8 21.38 水田面積×水深 0.1m 

各戸貯留 4,951 - 0.10 雨水貯留タンク容量 200L×施設数 

合計 - - 21.48  

※本検討はあくまで想定の貯留量であり、整備メニューを限定するものではない。この他にも透水

性舗装や浸透桝等の浸透施設等の取り組みによる効果も考えられる。また、実施にあたっては、

所有者の同意の下、施設に適した対策を推進していく必要がある。 

 

 

 2) 流域対策整備効果の試算 

モデル地区内における貯留可能容量 21.48 万 m3であり、これは流域にある安富ダム

の洪水調整容量の約 15％、東京ドーム容量の約 17％を示しており、多くの協力を得

ることで浸水の軽減効果が期待できる試算結果となる。 

 

 

表 6 流域にあるダムの洪水容量との比較 

貯留可能容量 

(万 m
3
) 

洪水調節容量(万 m
3
) 参考：東京ドーム容量 

(万 m
3
) 安富ダム 

21.48 140 124
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図 3 太子町揖保川流域圏地区算定図 

林田川 

揖保川 

：水田面積算定範囲

：各戸貯留戸数算定範囲

：建物 
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2. モデル施策 

(1) 貯留可能容量の推定 

モデル施策では、西播磨全域(揖保川流域圏・千種川流域圏)で平成 35 年度までに、

圃場整備済みの水田を対象に田んぼダムを1,800haで取り組むことを目標としている。

これらを実施した際の効果について、量的イメージをつかむことを目的として施設の

貯留可能量を試算した。 

試算条件として、水田については水深 0.1m 貯留することとした。 

 

表 7 流域内貯留可能容量 

区分 
面積 

(万 m2) 

貯留可能容量

(万 m
3
) 

試算条件 

水田 1,800 180 水田面積×水深 0.1m 

 

 

(2) 流域対策整備効果の試算 

モデル施策による貯留可能容量 180 万 m3であり、これは千種川流域に位置する安室

ダムの洪水調節容量と同量であり、揖保川流域にある引原ダム、安富ダムの洪水調整

容量のそれぞれ約 32％、約 129％となる。また、東京ドーム容量の約 1.5 倍を示して

おり、モデル施策を推進することで浸水の軽減効果が期待できる試算結果となる。 

 

表 8 流域にあるダムの洪水容量との比較 

貯留可能容量 

(万 m
3
) 

洪水調節容量(万 m
3
) 参考：東京ドーム容量

(万 m
3
) 引原ダム 安富ダム 

180 565 140 124
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【参考】計画地区全域 

(1) 貯留可能容量の推定 

計画区域全体を対象に、流域対策を実施した際の効果について、量的イメージをつ

かむことを目的として施設の貯留可能量を試算した。 

 

表 9 流域内貯留可能容量（水田） 

水田面積 貯留可能量

(万m2) (万m3)
姫路市 751 75.1
たつの市 2,734 273.4
宍粟市 2,080 208.0
太子町 498 49.8
小計 6,063 606.3

富島川流域 たつの市 260 26.0
6,323 632.3合計

揖保川流域

流域 市町 試算条件

水田面積×水深0.1m

 
 

表 10 流域内貯留可能容量（ため池） 

満水時面積 貯留可能量

(万m2) (万m3)
姫路市 27 13.4
たつの市 110 55.2
宍粟市 14 7.0
太子町 0 0.0
小計 151 75.6

富島川流域 たつの市 4 1.8
155 77.4

試算条件

満水時面積×事前放流0.5m

流域 市町

揖保川流域

合計  
 

表 11 流域内貯留可能容量（学校） 

校庭面積 貯留可能量

(万m2) (万m3)
姫路市 7 2.0
たつの市 24 7.1
宍粟市 19 5.7
太子町 2 0.7
小計 52 15.5

富島川流域 たつの市 3 0.9
55 16.4

揖保川流域

合計

試算条件

校庭面積×水深0.3m

流域 市町

 
 

表 12 流域内貯留可能容量（公園） 

公園面積 貯留可能量

(万m2) (万m3)
姫路市 5 1.0
たつの市 107 21.5
宍粟市 15 3.1
太子町 4 0.8
小計 131 26.4

富島川流域 たつの市 3 0.6
134 27.0

公園面積×水深0.2m(幼児考慮)揖保川流域

合計

試算条件流域 市町

 
 



 

参-33 

 

表 13 流域内貯留可能容量（大規模施設：官公庁施設・大規模公共施設） 

大規模施設 貯留可能量

(万m2) (万m3)

姫路市 22 0.7

たつの市 17 0.5
宍粟市 18 0.5
太子町 7 0.2
小計 64 1.9

富島川流域 たつの市 1 0.1

64 2.0

揖保川流域 敷地面積×駐車場補正率0.3×水深
0.1m(車のマフラー高考慮)

合計

流域 市町 試算条件

 

表 14 流域内貯留可能容量（各戸貯留） 

戸数 貯留可能量

(戸) (万m3)

姫路市 11,562 0.2

たつの市 23,411 0.5
宍粟市 11,984 0.2
太子町 6,718 0.1
小計 53,675 1.0

富島川流域 たつの市 2,392 0.1

56,067 1.1

試算条件

揖保川流域 戸数×雨水貯留タンク容量200L
戸数は、「①市町全域の世帯数」を「②市町の建
物用地面積」で除して、そこに「③流域内の建物
用地面積」を乗じて算定した値とした（戸数＝①
÷②×③）。

合計

流域 市町

 

※本検討はあくまで流域全体の流域対策のポテンシャルとして量的イメージを得るために貯留可能

量を算定したものであり、整備メニューを限定するものではない。 

 

 

(2) 流域対策整備効果の試算 

計画地区全域における流域対策の整備効果を試算した結果は、表 15 の通りである。

特に水田は、流域にある引原ダムの洪水調整容量と同程度の容量であり、東京ドーム

容量の約 5 倍に相当する。また、貯留可能容量を合計すると 756 万 m3となり、東京ド

ームの約 6 倍に相当し、多くの協力を得ることで浸水の軽減効果が期待できる試算結

果となる。 

 

表 15 流域にあるダムの洪水容量との比較 

区分 
貯留可能容量 

(万 m
3
) 

洪水調節容量(万 m
3
)※ 参考：東京ドーム容量

(万 m
3
) 引原ダム 安富ダム 

水田 632.3

565 140 124

ため池 77.4

学校 16.4

公園 27.0

大規模公共施設 1.9

各戸貯留 1.0

合計 756

※出典：「ひょうごのダム」 

 


